
車両所有者様へ

再三に渡る警告標掲示を行わせていただき
車両放置の問題解決を促しましたが、残念な
がら、当該違反車両の所有者様より申し出が
ない状況を鑑みて強制撤去を下記日程に実施
することが決定しました。

この車両の放置により、当方が被った損害につ
いては、法的措置をもち請求を行うものとします。
以て、本件対応の全権限を顧問弁護事務所へ移譲
今後、如何なる交渉にも直接応じることが無くな
る旨、本通告書をもってお知らせ申し上げます。

放置車両撤去通告

執行予定日：

当該車両：

最終連絡期限：
連絡先：
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